
 ■ 入院基本料に関する事項

　　地域一般入院料１　（２階Ｂ病棟 ３１床）

　　　　当病棟では、1日に８人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と３人以上の看護補助者が
　　　　勤務しています。尚、時間帯毎の配置は次のとおりです。

　　特殊疾患病棟入院料１　（２階Ａ病棟 ３６床）

　　　　当病棟では、１日に１１人以上の看護要員（看護師、准看護師及び看護補助者）が勤務しています。
　　　　尚、時間帯毎の配置は次のとおりです。

　　療養病棟入院料１　（１階Ａ病棟 ６０床）

　　　　当病棟では、１日に９人以上の看護職員と9人以上の看護補助者が勤務しています。
　　　　尚、時間帯毎の配置は次のとおりです。

　　回復期リハビリテーション病棟入院料１　（２階Ｎ病棟 ５０床）

　　　　当病棟では、１日に１２人以上の看護職員と５人以上の看護補助者が勤務しています。
　　　　尚、時間帯毎の配置は次のとおりです。
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